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船舶事故調査報告書 

 

 

船 種 船 名 漁船 悠号 

漁船登録番号 ＯＴ３－５６３９５ 

総 ト ン 数 ３.０トン 

 

船 種 船 名 モーターボート あかね丸 

船 舶 番 号 ２９４－１４２２０大分 

総 ト ン 数 ５トン未満（長さ６.１８ｍ） 

 

事 故 種 類 衝突 

発 生 日 時 平成２０年１２月９日 １８時０３分ごろ 

発 生 場 所 大分県佐伯市蒲戸三角点から真方位１０８°６００ｍ付近 

          （概位 北緯３３°０３.４′ 東経１３２°００.９′） 

 

 

                      平成２１年１０月２９日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船悠号
はるかごう

は、船長１人が乗り組み、佐伯市蒲戸
か ま ど

埼南西方沖で、漂泊して一本釣り

漁の操業中、モーターボートあかね丸は、船長１人が乗り組み、蒲戸埼北方沖から観

音鼻沖合に移動中、平成２０年１２月９日（火）１８時０３分ごろ、両船が衝突した。 

 あかね丸は、船長が鼻骨骨折等を負い、左舷船首外板のき
．
裂等が生じ、悠号は、左

舷中央部ブルワークのき
．
裂等が生じた。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査

官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１２月１８日、１９日 口述聴取  

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、悠号（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船

長Ａ」という。）及びあかね丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」と

いう。）の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、平成２０年１２月９日１５時３０分ごろ、船長Ａが１人で乗り組み、

大分県佐伯市浅海井
あ ざ む い

漁港を出港し、蒲戸埼北西方沖においていか一本釣り漁を

行ったのち、１７時５０分ごろ蒲戸三角点から１０８°（真方位、以下同

じ。）６００ｍ付近に移動した。 

船長Ａは、ふだんから漂泊して操業するときは、接近する他船が本船を避け

てくれるものと考えており、機関をアイドリング運転したままクラッチを中立

としてマスト灯１個及び両色灯を点灯し、船首を南東方に向け、漂泊して操業

を再開した。 

船長Ａは、船尾左舷側のいすに腰掛けて左舷方を向いて疑似餌を送り出した

とき、左舷５０ｍにＢ船のマスト灯を初めて視認し、すぐに危険を感じて 

「おーい」と連呼した後、船首端に逃れ、ハンドレールなどにつかまって衝突

の衝撃に備えた直後、１８時０３分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部

とが衝突した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、平成２０年１２月９日１７時００分ごろ、船長Ｂが１人で乗り組み、
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蒲戸漁港を出港し、蒲戸埼北方沖において釣りを行ったのち、マスト灯１個及

び両色灯を点灯して蒲戸埼南西方沖の釣り場に向かった。 

船長Ｂは、蒲戸埼沖を通過後、針路を概ね２５２°に定め、操舵室右舷側に

立った姿勢で、機関を回転数毎分約２,０００(rpm)にかけ、約８ノット(kn)の

速力（対地速力、以下同じ。)で手動操舵により航行した。 

船長Ｂは、ふだん、蒲戸埼や観音鼻沖には釣り船がいるのを見かけていたが、

蒲戸埼と観音鼻の間の海域で釣り船を見かけたことがなかったことから、前方

に他船はいないものと思い、左舷船首方の竹ケ島付近の漁船群の灯火に視線を

向け、どのようにしたら釣れるだろうかと考えながら航行中、同じ針路及び速

力のまま、Ａ船と衝突した。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年１２月９日１８時０３分ごろ、発生場所は蒲戸三

角点から１０８°６００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、死傷者はいなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの診断書によれば、鼻骨骨折及び左胸部打撲を負った。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述及び損傷写真によれば、左舷中央ブルワークに長さ約３０cmの

き
．
裂が、左舷中央ハンドレールに曲損が、操舵室左舷側窓枠に曲損等が生じた。 

（写真１ Ａ船の損傷状況 参照） 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述及び損傷写真によれば、左舷船首外板に長さ約５０cmのき
．
裂が、

左舷船首ハンドレールに曲損が、船首渡し板に圧損等が生じた。 

（写真２ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報  

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

船長Ａ 男性 ４９歳 

一級小型船舶操縦士 
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免 許 登 録 日  平成１８年１０月２０日 

免許証交付日  平成１８年１０月２３日 

（平成２３年１０月２２日まで有効） 

船長Ｂ 男性 ７８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許 登 録 日  平成１０年９月２２日 

免許証交付日  平成２０年６月２３日 

（平成２５年９月２１日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴及び健康状態 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

平成１８年１０月ごろから、家業の傍ら、Ａ船で月に約１０日蒲戸埼付近

海域で一本釣り漁に従事していた。 

   ② 健康状態 

   健康状態は良好で、視力、聴力とも正常であった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     平成１０年ごろから、Ｂ船に年間約２０日乗船し、レジャーとして蒲戸漁

港付近や蒲戸埼北方などで釣りをしていた。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好で、視力、聴力とも正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

     漁船登録番号  ＯＴ３－５６３９５ 

     主たる根拠地  大分県佐伯市（上浦） 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ３.０トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ８.８０ｍ×２.４２ｍ×０.８０ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ５８kＷ（漁船法馬力数） 
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     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  昭和５８年１月 

(2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２９４－１４２２０大分 

     船 籍 港  大分県佐伯市 

     船舶所有者  個人所有 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ６.１８ｍ×２.０３ｍ×０.５７ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機関の種類  ディーゼル機関１基 

     出    力  ５２.９６kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  昭和６３年８月 

 

2.5.2 積載状況等 

(1) Ａ船 

Ａ船長の口述によれば、出港時の喫水は､船首０.４ｍ、船尾１.２ｍで、

事故発生までに漁獲はほとんどなかった。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船長の口述によれば、出港時の喫水は、船首０.４ｍ、船尾０.５ｍで

あった。 

 

2.5.3 操縦性能 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、長年の経験から推測すると、機関をアイドリン

グで運転したまま漂泊して釣りをしている状態から、約１０秒あれば、約

１０ｍ前進することが可能であった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、約１１knの速力で前進中、左舵一杯又は右舵一

杯をとったときの旋回径は、それぞれ約１５ｍで、最短停止距離は約１５

ｍ、最短停止時間は約１０秒であった。 

 

2.5.4 船舶に関するその他の情報等 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、魚群探知器組み込み式ＧＰＳプロッターを備え、

船体及び機器類に不具合又は故障はなかったが、汽笛又は有効な音響信号
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装置を装備していなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、魚群探知器を備え、船体及び機器類に不具合又

は故障はなかったが、汽笛又は有効な音響信号装置を装備していなかった。 

 

２.６ 気象及び海象等に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 気象観測値 

事故現場の北西方約２３海里(Ｍ)に位置する大分地方気象台及び南西方

約７.５Ｍに位置する佐伯地域気象観測所の事故当日１８時００分の観測値

は、次のとおりであった。 

大分地方気象台 天気 晴れ、風向 北北西、風速 ０.９m/s 

佐伯地域気象観測所 風向 静穏、風速 ０ｍ/ｓ 

(2) 潮汐 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、事故現場の南西方約６Ｍにあたる佐

伯港における事故当時の潮汐は、下げ潮の初期であった。 

 

2.6.2 乗組員等の観測 

船長Ａ及び船長Ｂの一致した口述によれば、事故現場付近の気象は、天気は曇り

で、視界は良好（視程約５Ｍ）、風はほとんどなかった。 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

 海上保安庁刊行の海図Ｗ１２４５によれば、蒲戸埼から観音鼻にかけての沿岸は、

海岸から約１００ｍ沖にかけて、水深が１ｍ未満となるところもある浅礁域となって

おり、事故発生場所の北方１００ｍ付近には水上岩が存在し、その周囲に干出岩が拡

がっている。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、１７時５０分ごろ蒲戸三角点から１０８°６００ｍ付近で、船首
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を南東に向けて漂泊した。 

(2) Ｂ船は、蒲戸埼沖を通過した後、針路を概ね２５２°に定め、約８knの速

力で航行した。 

(3) Ａ船は、Ｂ船の接近に気付かずに漂泊を続け、衝突の直前に船長Ａが危険

を感じて船首部に退避し、Ｂ船は、Ａ船の存在に気付かずに航行し、両船は

衝突した。 

 

3.1.2 衝突時刻及び衝突場所 

２.１及び3.1.1(1)から、衝突時刻は１８時０３分ごろで、衝突場所は蒲戸三角

点から１０８°６００ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3 衝突の状況 

２.１及び２.３から、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部が衝突したものと考

えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂはともに、適法で有効な操縦免許証を

有していた。 

(2) 船舶の状況 

2.5.4から、Ａ船及びＢ船はともに、船体及び機器類に不具合又は故障は

なかったが、汽笛又は有効な音響信号装置を装備していなかったものと考

えられる。 

 

3.2.2 船舶の灯火に関する解析 

２.１から、Ａ船及びＢ船はともに、マスト灯１個及び両色灯１個を点灯し、航

行中の動力船の灯火を表示していたものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象等に関する解析 

２.６から、本事故当時、天候は曇りで、風はほとんどなく、視界は良好で、潮

流はほとんどなかったものと考えられる。 

 

3.2.4 見張り及び操船の状況 

２.１、2.5.3及び3.2.2から、次のとおりであった。 
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(1) Ａ船 

船長Ａは、漂泊して操業するときは、接近する他船が本船を避けてくれ

るものと考えており、機関をアイドリング運転したままクラッチを中立と

して漂泊し、船尾左舷側のいすに腰掛け、左舷方を向いていか一本釣り漁

を行い、Ｂ船が距離約５０ｍに接近したとき、初めてＢ船の接近に気付い

たものと考えられ、いか釣り漁に意識を集中して周囲の適切な見張りを行

わなかったものと考えられる。 

このため、Ａ船は、衝突直前までＢ船の接近に気付かなかったものと考

えられる。 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂは、操舵室右舷側に立った姿勢で、約８knの速力で手動操舵により

航行中、ふだん、蒲戸埼と観音鼻の間の海域で釣り船を見かけたことがな

かったことから、前方に他船はいないものと思い込み、左舷船首方の竹ケ

島付近の漁船群の灯火に視線を向け、釣りの方法などを考えていて、適切

な見張りを行わなかったものと考えられる。 

     このため、前路で漂泊して操業中のＡ船の存在に気付かず、Ａ船に向けて

航行したものと考えられる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

２.１、2.5.3、2.5.4、3.2.2及び3.2.4から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、航行する他船が漂泊して操業中のＡ船を避けてくれるものと考

え、いか一本釣り漁に意識を集中して周囲の適切な見張りを行わなかったも

のと考えられる。 

(2) 船長Ａは、Ｂ船の接近に気付かずに漂泊を続け、Ｂ船が距離約５０ｍに接

近したとき、初めてＢ船の灯火に気付き、危険を感じて船首端に逃れたもの

と考えられる。 

(3) 船長Ｂは、ふだん、蒲戸埼と観音鼻の間の海域で釣り船等を見かけたこと

がなかったことから、前方に航行の支障となる他船はいないものと思い込み、

左舷船首方の竹ケ島付近で操業する漁船群の灯火に視線を向け、釣りの方法

などを考えることに意識を集中して、適切な見張りを行わなかったものと考

えられる。 

(4) Ｂ船は、上記(3)から、漂泊して操業中のＡ船の存在に気付かず、Ａ船に

向けて航行したものと考えられる。 
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３.３ 再発防止に関する解析 

Ａ船は、有効な音響信号装置を装備していなかったが、Ａ船の存在に気付かないま

ま接近してくるＢ船に対して、適切な時期に音響信号を行っていれば、Ｂ船がＡ船

の存在に気付くことができた可能性があったと考えられる。したがって、圧縮空気

式の携帯ホーンを船内に備え置くなど、有効な音響信号を行う手段を講じておくこ

とが望ましい。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、蒲戸埼南西方沖において、Ａ船が漂泊していか釣り操業中、Ｂ船

が釣り場移動のため西進中、Ａ船が、Ｂ船の接近に気付かずに漂泊を続け、また、Ｂ

船が、Ａ船の存在に気付かずにＡ船に向けて航行したため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

Ａ船がＢ船の接近に気付かなかったのは、船長Ａが、航行する他船が漂泊して操業

中のＡ船を避けてくれるものと考え、いか一本釣りの操業に意識を集中して周囲の適

切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 

Ｂ船がＡ船の存在に気付かなかったのは、船長Ｂが、それまで蒲戸埼と観音鼻の間

の海域で操業中の漁船等を見かけたことがなかったことから、前方に他船はいないも

のと思い込み、左舷船首方の竹ケ島付近で操業する漁船群の灯火に視線を向け、釣り

の方法などを考えていて、適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 




